
鳥
取
市
で
は
公
正
で
開
か
れ
た

市
政
の
実
現
を
め
ざ
し
、
情
報
公

開
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
職
員
が
職
務
上
作

成
し
、
ま
た
は
取
得
し
た
情
報

（
行
政
文
書
）
を
情
報
公
開
条
例

に
基
づ
き
、
み
な
さ
ん
の
請
求
に

応
じ
て
公
開
す
る
も
の
で
す
。

平
成
十
二
年
度
の
運
用
状
況
は

左
の
表
の
と
お
り
で
す
。

情
報
公
開
室
で
は
市
政
に
関
す

る
資
料
が
常
時
閲
覧
で
き
る
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●

総
務
課
情
報
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室
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受
講
後
は
、
県
内
外
か
ら
訪
れ

る
観
光
客
の
案
内
な
ど
、
鳥
取
市

の
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活

動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●

７
月
８
日
（
日
）
・

15
日
（
日
）
・
20
日
（
祝
）
・
21

日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
〜
午
後

３
時
30
分

※
４
回
す
べ
て
を
受
講
し
て
く
だ

さ
い
。

●

10
人
程
度

●

18
歳
以
上
（
平
成

13
年
７
月
１
日
現
在
）
の
人
で
、

主
に
休
日
や
夏
休
み
期
間
中
に
活

動
可
能
な
人

●

住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
職
業
、
電
話
番
号
を
記
入
の

う
え
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●

６
月
29
日
（
金
）

必
着

●

鳥
取
市
観
光
協
会
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平成13年度の個人の
市・県民税納税通知書
を、本人あてに発送しま
す（6月18日頃を予定）。
ただし、納税協力団体に
加入している人は、団体
を通じて届けます。平成
13年度の市・県民税の
納付期限は下表のとおり
です。納め忘れのないようにご注意ください。
なお、勤務先で毎月の給料から市・県民税を差
し引く方法（特別徴収）で納税している人には、
すでに勤務先に通知しています。
※今年度も定率控除による減税を実施します。
■問い合わせ先＝市民税課（q20―3124）

■開示請求者の内訳

■開示請求文書の処理状況

主な請求内容は、個人情報、下水道工事に関す
る文書でした。
部分開示、不開示の理由は、個人情報、法人情
報に該当したためです。
なお、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員
会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委
員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会へ
の開示請求はありませんでした。

■情報提供の状況
閲覧件数　1,104件（個人374、法人730）

【市・県民税】

とっとり市報　⑥

納　期
全期前納
1 期
2 期
3 期
4 期

納　期　限

平成13年 7月 2日

平成13年 8月31日
平成13年10月31日
平成14年 1月31日

区 分 請求者数 請求件数 対象文書数

市内に住所を有する者 2 5 71

市内に事務所等を持つ法人・団体 0 0 0

合 計 2 5 71

内　　訳
実施機関 対象文書数

開示 部分開示 不開示
文書不存在 拒否

市長 71 35 24 12 1 2
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